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Abstract: The purpose of this paper is to clarify the ideal way of conservation for urban farmland viewed from the transition of the 
legal system concerning urban farmland. As a result, it clarified following; (1) Production green space type, (2) Residential land 
conversion farmland type and (3) Rural residential area type.

１．研究目的；わが国の都市農地を代表する生産緑地は，

平成 34年に全生産緑地の約８割が指定解除１)となり，都
市農地が急減するとされている．しかし，都市農地は都

市部における新鮮な農産物の供給はもちろんのこと，災

害時の防災空間の確保など多様な機能２）を有しているこ

とから，今後のその方途は社会的関心を高めている．こ

うした状況を受け，近年度重ねて都市農地に関わる法制

度が見直され，都市農地の向かうべき方向性が複雑化し

ている現状にある．	

そこで，本研究は都市農地に関連する法制度を時代変

遷と合わせて読み解くことで，時代間の都市農地保全に

対する考え方の相違点と，近年の法制度改正の経緯を把

握し，今後の都市農地の保全策のあり方を検討する．な

お，本研究で扱う都市農地とは，昭和 43年の新都市計画
法により区分された市街化区域内に存在する農地を指す．	

２．研究方法；本研究は都市農地に関連する法制度の内

容と法制度の制定背景を把握するため，各省庁が作成す

る解説書を中心に，資料調査および行政への聞き取り調

査を実施した（表１）．	

	

	

	

３．結果および考察；都市農地に関連する法制度を時系

列で整理し，都市農地の保全に対する考え方の変革期ご

とに分類を行った結果が図１であり，その内容から都市

農地保全策の特徴をタイプ別に整理したものが図２であ

る．以降はこれらをもとに考察する．	

（１）これまでの都市農地関連法制度の時代変遷 
１)都市農地保全初動期；昭和43年の新都市計画法制定に
より，都市農地は農林水産省に加え国土交通省の管轄と

なったため，市街化を促進する区域と位置付けられ，本

格的な農業施策の対象外となった．しかし，高度経済成

長により緑地が激減したことから緑地保全の必要性が高

まり，生産緑地法が制定された．これがわが国の都市農

地保全に関する初めての法律となり，これを機に都市農

地の保全計画が展開されていく．	

２)都市農地保全転換期；上述の生産緑地法に続き，昭和

50，57年には農地や営農に関する税制優遇を図る法律が
制定され，都市農地保全に貢献した．しかし，バブル期に

より三大都市圏※を中心に地価が高騰し，宅地化促進と税

負担公平性確保が強く求められ，平成４年に生産緑地法

が改正された．その結果，三大都市圏の特定市は農地と

して保全するか宅地化するかといった，生産緑地または

宅地化農地の２択の決断が迫られ，この結果が現存する

２つの都市農地タイプとなっている．	

３)都市農地保全拡充期；平成27年に都市農業振興基本法
が制定され，都市農地の位置付けを「宅地化すべきもの」

から都市に「あるべきもの」へと大きく転換し10），都市農

地保全の基本指針が示された．これを機運に都市緑地法・

生産緑地法・都市計画法の改正により新たな用途地域と

して住宅と農地が共生するための田園住居地域が設置さ

れ，生産緑地と宅地化農地を包含する面的な都市農地タ

イプが形成された．	

	 以上，都市農地保全における変革期を捉えた結果，異

なる３つの都市農地タイプが抽出された．		

（２）３つの都市農地タイプの利点と欠点；表１の調査

により，上述した３つの都市農地タイプにおいて，農地

所有者にとっての利点・欠点を示したものが図２である．

これより，「生産緑地タイプ」は「宅地化農地タイプ」と

比べて農地の税制優遇が受けられるが，30年の営農条件
が課せられ「宅地化農地タイプ」の労働力に合わせた農

地面積の調整ができないことがわかる．他方，「田園住居

地域タイプ」は農地周辺の宅地開発による営農環境悪化

を未然に防止するため，一定のエリアで開発・建築規制

を設けるものであり，上述の２タイプの都市農地を包含

するものである．しかし，この新タイプは適用事例が未

だ存在しないため，同一エリア内に包含する上述２タイ

プの相互関係のあり方を早急に検討すべきと認識する．	

調査項目 WEB調査・文献調査 行政ヒアリング調査 

調査日時 H30年６月１日(金)〜９月11日(火)	H30年６月12日(火)〜９月７日(金)	

調査対象 都市農地関連法制度解説資料２）〜	 14）	
農林水産省	農村振興局	農村計画課	
国土交通省	都市局	都市計画課		

調査内容 都市農地に関する法制度分析	 WEB調査の内容確認	

表１ 調査方法［筆者作成］	
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図１ 都市農地に関連する法制度から読み解いた時代変遷［参考文献２）〜	14）をもとに筆者作成］	
※三大都市圏：日本の三大都市の都市圏である首都

圏・中京圏・近畿圏の総称．
１）LIFULL HOME'S HP,https://www.homes.co.jp/c

ont/press/buy/buy_00595/（最終閲覧日：2018.9.11） 農林水
産省HP,http://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/pdf/k
ihon_hou_aramasi_3.pdf（最終閲覧日：2018.9.11） 農林水
産省HP,http://www.maff.go.jp/j/nousin/nougyou/kentoukai/dai6/p
df/tosi_kento6_siryo2.pdf（最終閲覧日：2018.9.11） 

 
（最終閲覧日：2018.9.11） 

 
（最終閲覧日：2018.9.11） 

（最終閲覧日：2018.9.11） 

（最終閲覧日：2018.9.11） HP,
http://www.mlit.go.jp/common/001198169.pdf（最終閲覧日：201
8.9.11） 

（最終閲覧日：2018.9.11） HP,
（最終閲覧日：2018.9.11

） 
（最終閲覧日：2018.9.11） 

HP,http://www.city.kashiwara.osaka.jp/_files/00162586/toshinouc
hiseidokaisei.pdf（最終閲覧日：2018.9.11）図２ 都市農地タイプにおける農地所有者の利点・欠点［筆者作成］	 [凡例]	 ：利点	 ：欠点	 ：農地	 ：対象範囲	
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